
２３ 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例

目的
雨水流出量を増加させるおそれのある行為及び過去における洪水の状況を基に湛水

することが想定される土地において盛土をする行為に関し、雨水流出抑制施設の設置
等の必要な規制を行うことにより、浸水被害の発生及び拡大を防止し、県民の生命、
身体及び財産の安全の確保に寄与することを目的としています。

制度概要
○雨水流出増加行為の許可
・１ha以上の開発行為や規則で定める行為であって、雨水流出抑制施設を設置しな
いと雨水流出量を増加させるおそれのある行為をしようとする者は、知事の許可
を受ける必要があります。

・許可を受けるには、雨水流出量の増加を抑制するために、雨水流出抑制施設（調
整池等）の設置などの対策を取る計画が必要です。

○湛水想定区域内での盛土行為の届出
・１ha以上の開発行為や規則で定める行為であって、湛水想定区域内の土地に盛土
をしようとする者は、当該行為に着手する日の３０日前までに知事に届け出をす
る必要があります。

・届出には、湛水阻害による浸水被害の拡大を防止するために、雨水流出抑制施設
（調整池等）の設置などの対策を取る計画が必要です。

○雨水流出抑制施設の機能の保全
・雨水流出抑制施設の機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は、当該
行為に着手する日の３０日前までに知事に届け出をする必要があります。

●申請・届出窓口
埼玉県 県土整備部 河川砂防課

●事業主体
開発行為等をしようとする者

●根拠法令等
埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例

●創設年度
平成１８年度（平成１８年１０月１日施行）

●制度の留意点
埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例の詳しい内容については、手引きを
ご覧ください。
手引き、申請・届出等の様式は河川砂防課ホームページからダウンロードできます。
（http://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/usuijyourei/usuiryuusyutu.html）

■埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例に係る手続き等のフロー

●担当課
河川砂防課
計画調査・流域治水担当
（電話０４８－８３０－５１６４）
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